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役場の電話番号

総務部
総務課 E820-5601
政策企画課 E820-5632
地域振興課 E820-5602
税務課 E820-5603

民生部
住民課 E820-5604
民生課 E820-5635
福祉課 E820-5605
生活環境課 E820-5606
健康課
（中央地域健康センター内）

E855-1755

建設部
建設課 E820-5607
都市整備課 E820-5608
下水道課 E820-5609

教育委員会（教育部）
学校教育課 E820-5620
生涯学習課 E820-5621
教育委員会 E855-1110

水道課 E820-5610

議会事務局 E820-5630

会計課 E820-5612

青少年教育相談 E820-5659

総合案内（休日や夜間）	 　　　		E820-5600
	 	 	 　　　		E854-8009
ホームページアドレス
http：//www.town.kumano.hiroshima.jp
　（携帯電話用アドレスも同じ）

右のバーコードを読み取り機能付き
携帯電話で読み取ってください。

★各課室局へのお問い合わせは各メールでも受け付
けています。メールアドレスについては熊野町ホー
ムページでご確認ください。
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光み

つ

お夫 
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地

有あ
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う

じ二 
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出
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〃
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平　

谷

※
こ
の
コ
ー
ナ
ー
に
掲
載
を
希

望
し
な
い
人
は
、
住
民
課
へ

届
け
出
る
際
に
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

（
住
民
課
）

（
4
月
届
け
出
分
・
敬
称
略
）

＝
お
よ
ろ
こ
び
＝

（
4
月
届
け
出
分
・
敬
称
略
）

＝
お
く
や
み
＝

平
成
20
年
分
の
路
線
価
格
等
の

公
開
日
等
に
つ
い
て

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

国
税
庁
で
は
、
平
成
20
年
分

の
路
線
価
等
に
つ
い
て
、
７
月

１
日

（火）
に
全
国
一
斉
公
開
す
る

予
定
で
す
。

　

ご
自
宅
、
全
国
の
国
税
局
・

税
務
署
で
パ
ソ
コ
ン
に
よ
り
閲

覧
で
き
ま
す
。

E
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国
税
局
・
税
務
署
で
は
、
Ｉ

Ｔ
化
・
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
を
進

め
て
お
り
、
平
成
20
年
分
か
ら

は
路
線
価
図
等
（
冊
子
）
を
備

え
付
け
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、

ご
理
解
願
い
ま
す
。

E
海
田
税
務
署
総
務
課
E
823
‐

２
１
３
４

（
税
務
課
）

納税（町税等）
今月の納期限

６月 30 日（月）

個人町県民税

－第１期分・全期前納－
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平
成
19
年
か
ら
税
源
移
譲
に

よ
っ
て
、
多
く
の
人
は
住
民
税

が
増
額
と
な
り
所
得
税
が
減
額

と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

平
成
19
年
中
に
退
職
さ
れ
た
人

な
ど
所
得
が
大
き
く
下
が
り
、

所
得
税
が
課
税
さ
れ
な
く
な
っ

た
人
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
が

減
額
さ
れ
ず
、
住
民
税
の
増
額

の
み
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
平
成

19
年
度
の
住
民
税
を
税
源
移
譲

　

戸
籍
法
や
住
民
基
本
台
帳
法

の
改
正
に
よ
り
、
５
月
１
日

（木）

か
ら
戸
籍
や
住
民
記
録
に
関
す

る
届
出
や
証
明
書
の
交
付
請
求

時
に
も
本
人
確
認
書
類
が
必
要

と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
何な

ん
び
と人

で
も
戸
籍
謄
抄
本
や
住
民
票
を

請
求
で
き
る
と
い
う
現
行
の
制

度
か
ら
、
個
人
情
報
保
護
に
十

分
に
留
意
し
た
制
度
に
な
り
ま

す
。

　

こ
れ
は
、
大
切
な
個
人
情
報

が
記
載
さ
れ
て
い
る
住
民
票
や

戸
籍
謄
本
な
ど
を
他
人
が
不
正

に
取
得
し
た
り
、
虚
偽
の
届
出

を
未
然
に
防
ぐ
制
度
で
す
。
皆

さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

▽
本
人
確
認
の
対
象
者
：
窓
口

で
戸
籍
に
関
す
る
証
明
書
や
住

民
票
の
写
し
な
ど
を
交
付
請
求

し
た
人
、
窓
口
に
戸
籍
届
を
持

参
し
た
人
、
窓
口
に
住
民
異
動

届
を
持
参
し
た
人

前
の
税
率
に
軽
減
す
る
こ
と
で

個
人
へ
の
税
負
担
が
変
わ
ら
な

い
よ
う
に
す
る
経
過
措
置
が
受

け
ら
れ
ま
す
。

　

該
当
す
る
人
は
、
既
に
納
付

済
の
平
成
19
年
度
分
の
住
民
税

額
か
ら
、
税
源
移
譲
に
よ
り
増

額
と
な
っ
た
差
額
を
還
付
し
ま

す
。

▽
申
告
期
限
：
７
月
１
日

（火）
～

31
日

（木）

▽
申
告
先
：
平
成
19
年
１
月
１

日
現
在
の
住
所
地
の
市
区
町
村

※
申
告
書
は
税
務
課
に
あ
り
ま

す
。

▽
対
象
年
度
：
平
成
19
年
度
町

県
民
税
の
み
（
平
成
20
年
度
以

降
は
対
象
外
）

※
な
お
、
平
成
19
年
中
に
亡
く

　

な
ら
れ
た
人
や
海
外
へ
転
出

　

さ
れ
て
、
平
成
20
年
１
月
１

　

日
現
在
国
内
に
居
住
さ
れ
て

　

い
な
い
人
、
ま
た
、
住
宅
ロ

　

ー
ン
控
除
や
寄
付
金
控
除
等

　

の
税
額
控
除
に
よ
っ
て
所
得

　

税
が
課
税
さ
れ
な
く
な
っ
た

　

場
合
も
、
こ
の
経
過
措
置
は

　

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
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‐
５
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▽
対
象
と
な
る
証
明
及
び
届

出
書
：
戸
籍
に
関
す
る
証
明

書
（
戸
籍
謄
抄
本
、
除
改
籍
謄

抄
本
、
附
票
な
ど
）
、
住
民
票

に
関
す
る
証
明
書
（
住
民
票
の

写
し
、
記
載
事
項
証
明
な
ど
）
、

戸
籍
届
出
（
婚
姻
、
離
婚
、
養

子
縁
組
、
養
子
離
縁
、
認
知
）

及
び
不
受
理
申
出
、
住
民
異
動

届
（
転
入
、
転
居
、
転
出
、
世

帯
主
変
更
な
ど
）

本
人
確
認
の
方
法

○
本
人
が
申
請
す
る
場
合

　

官
公
庁
が
発
行
し
た
免
許
証

や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
の
顔
写
真

付
き
身
分
証
明
書
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
健
康
保
険
証

等
で
も
可
能
で
す
が
、
顔
写
真

が
付
い
て
い
な
い
も
の
や
、
法

人
が
発
行
し
た
身
分
証
明
書
に

つ
い
て
は
、
２
点
以
上
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

○
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合

　

右
記
の
『
本
人
が
申
請
す
る

場
合
』
の
身
分
証
明
書
の
他
に
、

委
任
状
な
ど
の
代
理
人
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
持
っ

て
き
て
く
だ
さ
い
。

E
住
民
課
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‐
５
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Eとき　Eところ　E内容　E対象　E定員　E料金　E申込み　E問合せ先　Eホームページ

申　

告

申
告
が
必
要
で
す

～
平
成
19
年
中
に
所
得
が
減
っ
て
所

　

得
税
が
か
か
ら
な
く
な
っ
た
人
～

お　

願　

い

戸
籍
窓
口
で
の「
本
人
確
認
」

所得変動軽減概要図
住民税 所得税平成18年（度）

平成19年（度）

平成19年（度）

所得変動がない場合

所得変動があった場合

住民税 所得税

還付

※この経過措置の対象となる方は、住民税と所得税の人的控除（配偶者控除、
扶養控除、基礎控除など）額の差の合計額が、平成20年度の住民税の合計課
税所得金額（分離課税所得等金額を含む）以上になる方に限られます。

住民税 所得税
非課税

平成18年中の
所得に対して課税

平成19年中の
所得に対して課税

税源移譲により
増額となった
住民税額

申告により

（減額となった所得税額）

税源移譲により増額となった
差額が還付されます。


